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１階リビングの床

床材(フローリング）の破損

床材(フローリング）の貼替

被災住宅を補修したことを証明する「補修工事証明書」に記入した被災箇所ごとの「補修工事内容

確認書」を用意してください。

（補修工事箇所が２箇所の場合、補修工事内容確認書は2枚になります）

11

11 「被災箇所」に記入した分の、「補修工事内容確認書」と一致しない

「補修工事内容確認書」が提出されていない

給付申請における「よくある間違い・不備」＜補修＞

5.補修工事の内容を証明する添付書類（補修工事証明書)

1

玄関（エントランス周辺）
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12

給付申請における「よくある間違い・不備」＜補修＞

5.補修工事の内容を証明する添付書類（補修工事内容確認書)

補修工事証明書及び補修工事内容確認書を記入された方は、

必ず押印をしてください。

申請者は、提出前に作成者の押印があることを確認してください。

12 補修工事の確認を行った者(補修工事証明書の記入者)の押印がない
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申請者の方が作成することはできません。

被災住宅の補修に携わった工事施工者、または建築士の資格を有する者に、書類の

作成を依頼してください。（書類作成費が必要な場合があります）

または

建築士
補修工事
施工者

○○免許証明証
○○免許証明証

「補修工事証明書」および「補修工事内容確認書」は、以下の方に作成してもらいます。

補修工事を行った状況が確認できる、被災箇所の「補修工事前の写真」と「補修工事後の

写真」を、被災箇所毎の補修工事内容確認書に貼付してください。

補修工事前と補修工事後の写真がない

貼付した写真では補修工事箇所が分からない
13

撮影例

補
修
前

補
修
後

被災している箇所がはっきりと

わかるように撮影してください。

補修した箇所が比較できる

ように撮影してください。

剥がれ落ちたタイル

ひび割れた壁面

※補修工事前の写真が用意できない（補修工事前に写真を撮り忘れた等）場合は、

コールセンターにご相談ください。また補修工事完了後の写真は、必ず貼付してください。

給付申請における「よくある間違い・不備」＜補修＞

5.補修工事の内容を証明する添付書類（補修工事証明書等) 5-3


